
平成21年 12月 4日

(個人所得課税 [ 方税 ])
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個人所得課税 (とりまとめに向けて)[地方税 ]

① 所得税が扶養控除の廃止、成年障害者等扶養控除(仮称)の創設を行う場合、税体系上

の整合性の観点から、住民税も同様の対応をとることが適当。

【参考】

・ 住民税・所得税の扶養控除を見直した場合の他制度への影響について

※住民税の非課税限度額について

・ 住民税には、標準的な生活保護基準額を基礎としている非課税限度額の仕組みがある。

・ 住民税の扶養控除の廃止によつて、住民税の課税最低限が低下するが、非課税限度額があるため、扶養控除を廃

止しても、課税対象者は低所得層には拡大しない(所得税の「現在非納税者の方については、引き続き非納税者とな

るよう措置を講ずること」については、住民税では措置済み)。

・ また、非課税限度額については、子ども手当の生活保護制度における取扱いを踏まえ、今後、検討する必要がある。

② 所得税において、配偶者控除、給与所得控除、特定扶養控除の見直し、公的年金等控

除などの年金課税の見直し等を、平成23年度改正以降において取り組む場合には、住民

税でもそのあり方を検討することが適当。
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住民税・所得税の扶養控除を見直した場合の他制度への影響 [未定稿 ]

課税総所得金額、税額 (リト課税か否かも含む)等を活用している制度に影響あり。

(税関連)国民健康保険税[地方税]

(その他 )

住民税額等を活用した算定方式を採用している団体は3団体のみ (来年度2団体の見込みであり、個別地
方団体での対応が可能)。

関連制度 住民税 所得税

私立幼稚□就園奨励費補助 O

高等学校交通遺児授業料減免 〇

国民健康保険制度(保険料等) ○

後期高齢者医療制度(自 己負担) ○

障害者自立支援制度(自 己負担) O

障害福祉サービス等の措置入所・利用(自 己負担) 〇 ○

精神障害者措置入院費(自 己負担) O

保育所の保育料 ○

児童入所施設への入所(自 己負担) ○ ○

助産施設における助産の実施(自 己負担) ○ ○

養護老人ホームヘの入所措置等(入所措置要件等) ○ O

軽費老人ホームの利用(自 己負担) O ○

小児慢性特定疾患児への日常生活用具給付(自 己負担) 〇 ○

関連制度 住民税 所得税

未熟児養育への医療費給付 (自 己負担) O ○

小児慢性特定疾患研究事業による治療研究に係る
医療費の支給(自 己負担)

○

結核児童への療育費給付等(自 己負担) ○ ○

肝炎治療費(自 己負担) ○

特定疾患治療研究に係る医療費の支給(自 己負担) ○

難病患者等居宅生活支援(自 己負担) O

ハンセン病療養所非入所者給与金 〇

原爆被爆者家庭奉仕員派遣 O

訪間介護利用被爆者助成 ○

職業転換給付金 〇

※各府省からの聞き取りによる。国民の負担に直接影響があるもの。
※その他、児童扶養手当等扶養親族の数等を活用している制度もある。
※さらに、住民税額等を活用している地方団体独自の制度もある。
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扶養控除の概要

45万円

38万円

33万円

63万円

58万円

48万円

38万円

(住民税 )

15歳 16歳

)

22歳23歳

22歳23歳 69歳70歳～

|
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同居老親等加算

特定扶養控除扶養控除
(年少)

特定扶養控除

扶養控除
(年少)

15歳 16歳 22歳23歳 69歳70歳～
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民主党政権政策Manifesto(抄 )

〔政策総論1〕

税金のムダづかいと天下りを根絶します。

※特定扶養控除、老人扶養控除、障害者控除等は存続させる。年金税制について公的年金等控除拡大・老年者控除復活を実施するので、配偶者控除
を廃上しても、年金受給者の税負担は軽減される。

〔政策総論2〕

中学卒業まで、1人当たり年31万 2000円 の「子ども手当」を支給します。

【政策目的】
0次代の社会を担う子ども1人ひとりの育ちを社会全体で応援する。
O子育ての経済的負担を軽減し、安心して出産し、子どもが育てられる社会をつくる。

【具体策】
O中学卒業までの子ども1人当たり年31万 2千 円(月 額2万6千円)の「子ども手当」を創設する(平成22年度は半額).

0相対的に高所得者に有利な所得控除から、中・低所得者に有利な手当などへ切り替える。

【所要額】 5兆3,000億円程度

民主党政策集INDEX2009(抄 )

〔子ども日男女共同参画〕
0月額2万6000円 (年額31万2000円 )の「子ども手当」創設

次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを応援する観点から、所得税の扶養控除や配偶者控除を見直し、子ども
手当を創設 します。子どもが育つための基礎的な費用(被服費、教育費など)を保障するため、中学校卒業までの子
ども一人あたり、月額2万 6000円 (年額31万2000円 )を支給します。

|
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O不透明な租税特別措置を全て見直して、効果の乏しいもの、役割を終えたものを廃止する。
O「控除」から「手当」へ転換するため、所得税の配偶者控除・扶養控除を廃止し、「子ども手当」を創設。



民主党税制抜本改革アクションプログラム(抄 )

3.各税目における改革指針
(1)所得税・相続税

①所得税
産業構造の変化、雇用の不安定化、これらに対する政府の無策から格差の拡大が進行している。加えて、国際金融

危機などに端を発する急速な実体経済の悪化の中で、社会的弱者が一層厳しい状況に追い込まれ、格差は今後さらに

拡大する可能性が大きい。特に、下への格差拡大を食い止めることが喫緊の課題である。

これまでの所得税制において、格差拡大の是正のための所得再分配機能回復策として最高税率の引き上げによる

累進性の強化が必要と言われてきた。しかし、担税力の高い者ほど納税する場所を自ら選択できるような状況の中で、

最高税率を引き上げることは、再分配機能の回復策として実効性に乏しい。むしろ所得再分配機能の強化のためには、

現行の所得控除を手当や税額控除等に転換することの方が、実効性が高い。

現行所得税の所得控除制度は、結果として、高所得者に有利な制度となっている。なぜなら同額の所得を収入から控

除した場合、高所得者に適用される限界税率が高いことから高所得者の負担軽減額は大きくなる一方で、低い税率の

適用される低所得者の実質的な軽減額は小さくなるからである。例えば、扶養控除(一般)は子育て支援の機能を有し

ているが、同じ38万円の所得控除を適用した場合、高所得者が10万円を超える減税になるのに対して、低所得者で

は2万円の減税にもならない。
これに対する答の一つが、民主党がかねてから提唱してきた「所得控除から手当。税額控除へJである。手当は相対

的に高所得者に有利な所得控除に代えて現金給付を行うものであり、定額の給付であることから相対的に支援の必要

な人に実質的に有利な支援を行うことができるハ
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１
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※

※
個人住民税の減収額は、「平成20年度市町村税課税状況等の調」により算出

所得税の減収額は、平成21年度予算ベースを基に推計(財務省資料より)

個人住民税の人的控除の概要・所得税との比較

７
′

創設年
(個人住民税)

対 象 者
控除額 減収額

個人住民税 所得税 個人住民税 所得税

基

礎

的

な

人

的

控

除

基 礎 控 除
昭和37年度
(1962年度)

。本人 33万 円 38万 円 1.8兆 円程度 13兆円程度

配

偶

者

控

除

控 除 対 象 配 偶 者

老 人 控 除 対 象 配 愕 者

昭和41年度
(1966年度)

昭和56年度
(1981年度)

・生計を―にする配偶者で、かつ、年間所得が38万円以下である者

。年齢が70歳以上の控除対象配偶者

円

　

円

万

　

万

３３
　
　
３８

38万 円

48万 円

0.5兆円程度 0.6兆円程度

(同 居特別障害者加算 )
昭和58年度
(1983年度)

。上記の者が特別障害者で、かつ、同居している場合 +23万円 +35万円 50億円程度 (200t円程度)(詢

配 偶 者 特 別 控 除
昭和63年度
(1988年度)

・生計を―にする配偶者で、かつ、控除対象配偶者に該当しない者 最高33万円 最高38万円 300億 円程度 300億 円程度

扶

養

控

除

扶 養 親 族

特 定 扶 養 親 族

老 人 扶 養 親 族

昭和37年度
(1962年度)

平成2年度
(1990年度)

昭和48年度
(1973年度)

生計を一にする親族等で、かつ、年間所得が38万 円以下である者

年齢が16歳 以上23歳未満の扶養親族

年齢が70歳以上の扶養親族

円

　

円

　

円

万

　

万

　

万

38万 円

60万 円

48万 円

0.6兆円程度

0.2兆円程度

0.1兆円程度

0.8兆円程度

0.5兆円程度

0.2兆円程度

(同 居特別障害者加算 )

(同 居 老 親 等 加 算 )

昭和58年度
(1983年度)

昭和55年度
(1980年度)

・上記の者が特別障害者で、かつ。同居している場合

・老人扶養親族が本人と同居している場合

+23万円

+7万円

+35万円

+10万円

80億程度

200億 円程度

(200億 円程度)(ゎ

300億 円程度

特

別

な

人

的

控

除

障 害 者 控 除
昭和37年度
(1962年度)

。本人又はその控除対象配偶者若しくは扶養親族が障害者である場合 26万 円 27万 円

0.1兆円程度 0.1兆円程度

|(慕 別障害者控際)

昭和43年度
(1968年度)

・上記の者が特別障害者である場合 30万 円 40万 円

寡 婦 控 除
昭和37年度
(1962年度)

・次のいずれかの者
①夫と死別した者(本人の年間所得500万 円以下)

②夫と死別又は夫と離婚した者で、かつ、扶養親族を有する者
26万 円 27万 円

300億円程度 100億円程度

「
而 寡鷹鳥算)

平成2年度
(1990年度)

・寡婦で、扶養親族である子を有する者(本人の年間所得500万 円以下) +4万 円 +8万円

寡 夫 控 除
昭和57年度
(1982年度)

・妻と死別又は離婚して扶養親族である子を有する者(本 人の年間所得500万 円

以下)

26万 円 27万円

勤 労 学 生 控 除
昭和37年度
(1962年度)

。本人が学校教育法に規定する学校の学生、生徒等である者(本人の年間所得
65万円以下かつ給与所得等以外が10万円以下)

26万円 27万円 1億円程度 10億円程度

(湖 同居特別障害者加算に係る減収額は、配偶者控除及び扶養控除の合計



現行の基礎的な人的控除の概要 (個人住民税)

基礎控除

配偶者控除

15歳 16歳 22歳23歳

15歳 16歳 22歳23歳 69歳70歳～

8

老人配偶者控除

70歳～

呻 笠旭墓…38万円

特定扶養控除扶養控除
(年少)

※ 障害者控除 :本人、配偶者、扶養親族が障害者である場合には、(基礎控除、配偶者控除や扶養控除に加え、)26万 円の所得控除。



個人住民税の特定扶養控除

○ 所得税において扶養控除の割増控除として特定扶養控除が創設されたことと併せて、住民
税でも特定扶養控除を創設。          ※ 所得税はH元から、住民税はH2か ら適用。

○ 控除額は「住民税の一般扶養控除 (33万円)+所得税の割増控除額 X概ね 500/o」 。

(参考)所得税
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(単位 :万円)

個人住民税
日
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１１ H3～ H4

Ｅ
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ｕ
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日
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特定扶養控除
Ｅ
υ

０
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α
Ｕ

０
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虔
Ｕ

０
０

ｎ
υ

０
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Л
叶

Л
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■
■

Ｅ
Ｕ
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０
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０
乙

ｎ
ｕ
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０
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０
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０
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０
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０
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０
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０
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ｎ
ｕ

Ｅ
Ｕ

Ｅ
Ｕ

Ｅ
Ｕ υ^

ハ
Ｖ
　
∠

０
０

０
０

ｎ
ｖ

０
乙

特定扶養控除 45 /  45 Ｅ
Ｕ

ｌ
叶

ｎ
υ

Ｅ
Ｕ

/50 ０
０

Ｅ
Ｕ 58,

′|

０
０

貪
Ｕ

０
０

貪
Ｕ

一般扶養控除
Ｅ
Ｕ

０
０

Ｅ
Ｕ

０
０

Ｅ
Ｕ

０
０

Ｅ
υ

０
０

Ｅ
υ

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

′

′

′

′

′

′

′

υ^
ｎ
ｖ

７^
・、Ｖ

０
０

０
０
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′
′
Ｈ^ＨＶ

Ａ
υ

Ａ
υ

′
′

Ｆ
」
「
Ｖ

ｒ
υ

Ｅ
Ｕ 20 25

Ｅ
Ｕ

Ｏ
乙

※住民税は所得税の一年遅れで適用



個人住民税の主な改正と税収の推移

○ 税率構造の見直しや人的控除額の引上げなど、所得税と同様 、累次の負担軽減措置が講じられてきた。

O平 成 19年度には、所得税から個人住民税への3兆円の税源移譲が行われている。

【抜本的税制改革】▲1.6兆円 (所得割の税率構造の累進緩和、人的控除額の引上げ、配偶者特別控除・特定扶養控除の創設等)

【税制改革】▲1.0兆円 (所得割の税率構造の累進緩和、人的控除額の引上げ、給与所得控除の引上げ)

【定率減税等】                       定率減税廃止
▲11兆円

(定率減税、最高税率の引下げ)

62    63    元     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11     12
(1987)(1988)(1989)(1990)(1991)(1992)(1993)(1994)(1995)(1996)(1997)(1998)(1999)(2000)

(注 1)平成 19年度までは決算額、20年度は決算見込額、21年度は地方財政計画による。

(注2)グラフ中の税制改正による増減収見込額は、平年度ベースの金額である。

13   14   15   16
(2001) (2002) (2003) (2004)

17    18    19    20    21
(2005) (2006) (2007)(2008) (2009)

(年度 )
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個人住民税所得割の税率の推移 (イメージ図)

○ 昭和62年度当時の個人住民税は、4.5%～ 18%の 14段階の税率構造。

○ 現在は一律10%の税率構造。

昭和62年度分 平成元年度分 平成11年度分 現行(平成19年度から)

予
"%

.5、 5、 6、 ア、8、 9、 11、 12%

14段階

150/0

10%

50/o

3段階

13%

10%

50/o

3段階

10%

―律

個

人

住

民

税

イ
ー
ー

■
―
日



住民税の扶養控除を廃止した場合の課税最低限等への影響

※夫婦子2人の場合 (奏は配偶者控除の対象者、子の一人は特定扶養控除の対象者)の例。住民税の非課税限度額は所得割の場合の金額。

215万円 266フラ:■ 270万円

(控除書廃止後) (控除等廃止前)
:

―
 ―

 
―

住民税の扶養控除が廃止されても、現行と同じく、271万円以下の収入の者には課税されない。

そのため、住民税の非課税を用いている制度(<例>参照)に影響は生じない。

<例 > 私立幼稚園就園奨励費補助 (基準額口第一子の場合)

住民税所得割非課税世帯 (均等割のみ)→ 116,300円 住民税所得割課税世帯 (税額34,500円未満)→ 88,4∞円

２４
１
１

住
民
税
の

課
税
最
低
限

住
民
税
の

課
税
最
低
限



給与所得者の個人住民税所得割額計算のフローチャート

前
年
中
の

給
与
収
入
に
係
る

給
与
所
得
控
除

・寄附金控除を除き、
所得税と項目は
一致

・金額は所得税より
′卜さい

配当控除

外国税額控除

寄附金税額控除 等

一
給与所得の

金額の計算

課税所得の

金額の計算

一時

個人住民税独自の計算

基礎控除    33万 円

配偶者控除   33万 円

扶養控除    33万 円

特定扶養控除   45万 円

障害者控除   26万 円

社会保険料控除
生命保険料控除  など

前
年
中
の
給
与
収
入
（年
間
収
入
）

前
年
中
の
給
与
所
得
の
金
額

【税率】―律 10%(県 4%、 市6%)

課
税
所
得
の
金
額

３４
１
ロ



その他の所得控除制度の概要 (個人住民税 )

控除の種類 概 要 控除額の計算方法

雑損控除※

住宅家財等について災害又は盗難若しくは横領

による損失を生じた場合又は災害関連支出の金額

がある場合に控除

次のいずれか多い方の金額
①(災害損失の金額+災害関連支出の金額)一 年間所得金額X10%
②災害関連支出の金額-5万円

医療費控除※
納税義務者又は納税義務者と生計を―にする配

偶者その他の親族の医療費を支払つた場合に控除
一

ヽ
―
―
―
ノ

た
　
額

払っ　脚

支

　

医

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｔ

社会保険料控除※ 社会保険料を支払つた場合に控除 支払つた社会保険料の額

小規模企業共済
等掛金控除※

小規模企業共済掛金、確定拠出年金に係る個人

型年金加入者掛金及び心身障害者扶養共済掛金

を支払つた場合に控除

支払つた掛金の額

生命保険料控除
生命保険料又は個人年金保険料を支払つた場合

に控除

①支払つた生命保険料に応じて一定額黎 除(最高限度額3万5千円)

②支払つた個人年金保険料に応じて‐定額を控除(最高限度額3万5千円)

地震保険料控除 地震保険料を支払つた場合に控除 支払つた保険料の金額の2分の1の金額を控除(最高限度額2万5千円)

(注)※の4つの控除は、所得税詮 く同様の計算方式としている控除

14



平成 21年 12月 4日

(市民公益税制 )



市民公益税制 (と りまとめに向けて)

【要望】特定非営利活動法人(NPO法人)の、初回の認定申請における実績判定期間の特例(2年と5年の

選択制 )の 1年延長

・ 要望を認める方向で検討。

【要望】認定 NPO法人の申請書類の明確化等による認定手続きの簡素化

以下の措置を含め、申請書類の削減などによる認定手続きの大幅な簡素化を検討。
口認定申請時及び各年度の提出資料のうち、当該 NPO法人が所轄庁にも提出しているものは、所轄庁か

ら国税当局に送付してもらうこととし、NPO法人から国税当局への提出は不要とする。
口現在、認定申請時各年度に提出を求めている寄附者リスHこついては、初回申請時のみ提出を求めるこ

ととし、その後の各事業年度分については、作成・保存(5年間)を求めるに止め、国税当局への提出は

不要とする。

・ 審査体制、事前相談窓口などの拡充を図る。

【要望】認定 NPO法人の審査期間の短縮

・ 標準処理期間 (6カ 月)を定め、公表することを検討。

【要望】寄附文化醸成に向けた寄附税制の拡充(①適用下限額の引き下げ)

口要望を認める(寄附の増加の効果を検証)。

|

1 1



【要望】認定 NPO法人のみなし寄附金控除限度額の引上げ

・ 他の公益法人制度のみなし寄附金限度額にも影響が及ぶため、公益法人制度全般にわたる幅広い見

直しが不可欠。

【要望】研究開発力強化法に基づく研究開発法人への寄附金にかかる指定寄附金制度の創設

・ 研究開発法人と独法改革の関係を整理した上で、指定寄附金化することの効果等について十分な検討

が必要。

【要望】寄附文化醸成に向けた寄附税制の拡充(②年末調整対象化)

・ 執行面の問題などを十分に検討する必要。

【要望】給付制奨学金事業を行う民間団体への寄附金にかかる税額控除制度の創設

・ 特定の団体への寄附のみ税額控除化することの適否につき、慎重な検討が必要。

o上記4要望については、寄附税制や公益法人等に対する課税制度の全般にかかわってくることや、政府全

体の課題である「新しい公共」を確立するための取組みが求められていることを踏まえ、23年度改正に向け、

税調にプロジェクトチーム (市民公益税制に関するPT)を設置し、専門的、総合的な見地から検討を深めて

いくべきではないか。
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公益法人等の所得に対する課税

み

な

し

寄

附

所得の 50%、 ないし

公益目的事業の実施

に必要な金額

公益社団法人

公益財団法人

所得の 50%、 ないし

年 200万円

学校法人

社会福祉法人

更生保護法人

所得の 20% 認定 NPO法人

宗教法人

独立行政法人

日本赤十字社

特例民法法人 等

なし
一般の法人 (株

式会社等 )

一般の中小法人

一般社団法人

一般財団法人

非営利型の一般

社団・財団法人

NPO法人

課税ベース 全事業

税率
800万円超

3096
3096 30%   ‐ 2296 |1309る

800万円以下 18% 10%

設立手続き等 認証により設立 (NPO)
根拠法に基づき公益事業を実施

公益認定を受け

た1事 業 を実 施

(認定)   .



認定NPO法 人の実績判定期間の経過的特例について

<実 績判 定期 間 > <認 定 期 間 >

平成 20年度改正前

平成 20年度改正後 (原則 )

平成 21年度改正後

(初回・ 2回 目の特例)
一　眸ヽ

＞
【　
２‐

劇
】　
↑

【一　　ｍ
】
　
鰹

↑

【要望内容】  初回申請における実績判定期間の特例 (2年間も選択可)を延長

・ 箸刊・ 生→

← … … 野 ___)卜 _二 L― →

平成 20年度改正時点において、認定期間を5年 とした

ことに合わせ、実績判定期間も5年 としたが、実績判

定期間が2年間であることを前提に申請の準備をして

いた法人に配慮して 21度改正で措置 (1年間の措置)



Ｏ

※

※

※

※

※

法定提出書類

申請書

攀

財産日録

貸借対照表

収支計算書

震醗 簿及むllIのうち燎 以上

の者の氏名1住所を記載じだ書類

走新支はそわ聰証若量は■艶だ

由する書類の専虚

認定要件を満たす旨を説明する書

類 (注 2)

寄附金を充当する予定の具体的な

事業の内容を記載した書類

F~f轄庁の証明:書 (法令1定題違反

ない旨の証明書)

認定 NPO法人の申請時提出書類

認定要件の確認のため

提出を求めている書類 (注2)
(参考)提出を求めている理由

○

　

　

○

０

　

　

０

役員等からの受入寄附の明細等

役員のうちの親族等の内訳

監査証明書又は帳簿組織の状況表

財産の運用及び事業運営の状況等の表

閲覧等に関する細則等 (定めている場合のみ )

寄附者リスト

(PSTの計算の確認 )

(役員の親族等割合が3分の 1以下であること

の確認)

(経理の適正性の確認)

(役員等に特男」の利益を与えていないことの

確認 )

(所定の事項について情報開示する意向の

確認 )

(PSTの計算の確認 )

(注1)網掛けは、所轄庁から入手可能と考えられる書類 (※は、認定の有無に係わらず、所轄庁 (内閣府等)に対し、提出している書類 )

(注2)「認定要件を満たす旨を説明する書類」及び「認定要件の確認のため提出を求めている書類」は、寄附者リストを除き、国税庁による所定のフ

ォーマットに従つて記載する



認定NPO法人の年次報告書類

固
旧
囲
園
□

※定款文ば暑め認証暑じく1ま登記に1関する書類あ専し
○役員報酬又は従業員給与の支給に関する規程 (既提出は変更がある場合)

○次の事項を記載した書類

収入金額の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

資産の護渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
次の取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
―収入の生ずる取引及び支出の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の上位5取引
―役員等との取引

寄附者のうち、役員若しくは役員の親族又は役員の特殊関係者で事業年度の寄附金の額の合計が 20万円以上のものの氏名並びにその
寄附金の額及び受領年月日

給与を得た従業員の総数及びその従業員の給与総額に関する事項
報酬・給与を得た役員又は役員の親族若しくは役員の特殊関係者である従業員の氏名及び報酬・給与の金額に関する事項
各社員の親族割合のうち最も高いもの

各社員の特定法人割合のうち最も高いもの

支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
200万円以下の海外送金等を行った場合のその金額及び使途並びに実施日

○認定要件を満たす旨を説明する書類 (国税庁による所定のフォーマットに従って記載 )

○認定要件の確認のための書類 (国税庁による所定のフォーマットに従って記載 )

(注 )網掛けは、所轄庁から入手可能と考えられる書類



認定NPO法 人制度の認定要件等の見直 し



寄附税制の概要 (国税)

寄 附 金

の区分

を
者
扱

附
た
取

寄

し
の
い

国 。地方公共団体
に対する寄附金

<例>
・公立高校
。公立図書館 など

指定寄附金

○公益を目的とする事業を行う法
人等に対する寄附金で公益の増

進に寄与 し緊急を要する特定の

事業に充てられるもの

<例>
。国宝の修復
・オリンピックの開催
・赤い羽根の募金
。私立学校の教育研究等
。国立大学法人の教育研
究等 など

特定公益増進法人
に対 する寄附金

O独立行政法人

○一定の地方独立行政法人
0日 本赤十字社など

○公益社団・財団法人

○学校法人

○社会福祉法人

○更生保護法人

に対する寄附金で法人の主たる

目的である業務に関連するもの

認定 NPO法 人
に対す る寄附金

O特定非営利活動を行う法人(NP
O法人)の うち一定の要件を満た
すものとして国税庁長官の認定

を受けたものに対する寄附金で

特定非営利活動に係る事業に関

連するもの

所得税 「寄附金 (※)-5千 円」を所得から控除 ※総所得の 40%相当額を限度

法人税 全額損金算入
以下を限度として損金算入 [参考 1]

(資本金等の額の0.25%十所得金額の5%)× 1/2

国、公益社団・財団法人、認定 NPO法 人等に寄附 した相続財産は、原則として非課税

[参考]1 法人の支出する上記の寄附金のうち損金算入されなかった部分については、上記以外の寄附金とあわせて 〔(資本金等の額の 0.25%+所得金
額の 2.5%)× 1/2〕 を限度として損金算入。

2 被相続人が遺言により公益社団・財団法人、NPO法 人等に寄附した財産については、原則として相続税は課税されない。
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市民公益税制 (寄附税制)について (個人住民税 )

【平成20年度改正における寄附税制の拡充】

○ 控除対象寄附金に「都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金」を追加

所得税の寄附金控除の対象となる寄附金 (国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動
に関する寄附金を除く。)の中から都道府県又は市区町村が条例により指定

哺〉新たに拡大された寄附金の範囲 (条例指定が必要 )

認定NPO法 人 (国税庁長官の認定を受けたNPO法 人)に対する寄附金の他、

公益社団法人・公益財団法人、一定の私立学校法人、社会福祉法人等に対する寄附金

O 控除方式を所得控除から税額控除に変更

O 対象となる寄附金の下限額を引き下げ (10万円 → 5千円)等

※  「ふるさと寄附金制度」もあわせて創設

【今後の論点】

○ 寄附金控除の対象となる寄附金の範囲について、さらにどう考えるか。

弓
ヽ』『 留i百11瑾皐ぎを集ごlT良 史理属卓野ヨ賀謝『

関するP丁)を設退彗し、ど
)イ後、時[Fヨ 的、糸窓合



都道府県・市区町村が条例で指定できる寄附金の範囲

所得税 個人住民税

1 国又は地方公共団体に対する寄附金
[国は対象外]

都道府県・市区町村に対する寄附金

2公益社団法人、公益財団法人などに対する寄附金で一定の要
件を満たすものとして財務大臣が指定したもの

① 独立行政法人

３

特
定
公
益
増
進
法
人
に
対
す
る
寄
附
金

都道府県・市区町村の条例により対象とする

寄附金として平成20年度改正で拡充② 試験研究、病院事業の経営、社会福祉事業の経営及び
介護老人保健施設の設置及び管理を主たる目的とする地
方独立行政法人

日赤支部のみ③ 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本
私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社

④ 公益社団法人・公益財団法人
(旧民法34条により設立された法人で科学技術の研究な
どを行う特定の法人等含む(平成25年 11月 までの経過措置))

⑤ 私立学校法人で、学校の設置若しくは学校及び専修学
校、若しくは各種学校の設置を主たる目的とする法人

⑥ 社会福祉法人 共同募金会のみ

⑦ 更生保護法人

4国税庁長官の認定を受けたNPO法人に対する寄附金

5-定 の要件を満たす特定公益信託に対し支出した金銭

特定地域雇用等促進法人に対する寄附金

(平成25年 11月 までの経過措置)

[対象外 ]7政 党等に対する政治活動に関する寄附金
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民主党政権政策Manifesto(抄 )

〔政策各論4(地域主権)〕

34.市民が公益を担う社会を実現する

【政策目的】
○市民が公益を担う社会を実現する。
O特定非営利活動法人をはじめとする非営利セクター(NPOセクター)の活動を支援する。

【具体策】
O認定NPO法人制度を見直し、寄付税制を拡充するとともに、認定手続きの簡素化・審査期間の短縮などを行う。
O国際協力においてNGOの果たす積極的な役割を評価し、連携を強化する。

【所要額】

100億円程度

民主党政策集IN DEX2009(抄 )

〔税制〕

特定非営利活動法人支援税制等の拡充

官に過度に依存することなく、国民それぞれが公益実現に直接貢献する社会を創造するために、税制で大胆な支援を行います。

認定特定非営利活動法人制度については、要件緩和、認定手続等の簡素化、みなし寄附の損金算入限度額引き上げ、寄附の税
額控除制度創設など、支援税制を拡充します。

所得税の寄附優遇税制については、税額控除制度を創設し、現在の所得控除制度との選択制とします。

民主党税制抜本改革アクションプログラム (抄 )

5.平成21年度税制改正について

(4)市民が公益を担う社会の実現

○所得税の寄付優遇税制に「税額控除」を創設する。主として公益を担う一定範囲の団体 (事業を含む)等から、納税者が選択した

対象に寄付を行つた場合、所得税額の5%を上限に税額控除できる制度を創設し、「総所得の40%Jを上限とする所得控除制度

との選択制とする。

ONPO税制については、パブリック・サポート・テストなどの認定要件を大幅に緩和すると共に事務手続きの簡素化を進める。

O認定NPOにおけるみなし寄付の損金算入限度額の引き上げ、NPOに対する寄付の税額控除制度創設などを行う。

4
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暫定税率について

○ 揮発油税等の暫定税率については、道路特定財源制度を前提として、昭和49年に創設され、

以来、10回 にわたりその引上げ・延長が決定されてきた。

○ 現在の暫定税率は、平成20年4月 から10年間の措置として租税特別措置法89条 1項等に規定さ

れている。

これは、平成19年 12月 に10年間の道路中期計画を策定するとされたことや厳 しい財政事情、

環境面への影響にも配慮 し、措置されたもの。
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0揮発油税等の21年度税収の内訳

▲
ロ 計 50,925 26,119 24,006

く注1)地方揮発油餞与税には、20年度中に課された地方遭路税に対応する地方道路譲与税を含む。
く注2)計数は、整理の結果、異鋤を生ずることがある。

(単位 :億円)

税 目 21年度

国

揮発油税 26,200 13,140 13,140

石油ガス税 130 130

自動車重量税 6,460 2,349 31611

計 32,日 70 16,119 16,751

地
方

地方揮発油譲与税 2,012 2,379 433

石油ガス譲与税 103 133

自動車重量譲与税 3,300 1,455 1,345

自動車取得税 2,533 1,698 835

軽油引取税 9,277 4,335 41942

計 10,155 18,000 0,055



エネルギー課税 の状況

業  用

は石油石炭税の課税対象となる輸入石油製品。
輸入石化用ナフサ等は石油石炭税が免税、国産石化用ナフサ

歯墨編濃吾透著震義ま逮再
〕

輸入農林漁業用A菫油は石油石炭税が免税、国産農林漁業
国産石油アスファルトは石油石炭税が還付

(揮発油税及び地方揮発油税は特定用途免税あり)

(一般に軽油引取税は免税)

(揮発油税及び地方揮発油税は石化免税)

(揮発油税及び地方揮発油税は灯油免税)

(揮発油税及び地方揮発油税は灯油免税)

(アンモニア等製造用輸入LPGは石油石炭税が免税)

自 動 車 用

工  業 用

自 動 車 用

工  業 用

航空機燃料

工  業 用

燃 料  用

工  業  用

燃  料  用
発  電  用

各種 潤 滑油

道路舗装用

用

用
用

用

用

用
用

用

蝉業は料電
料業電

自

工
都
燃

発

燃

工

発

〇

〔雷:

,セメント等製造用輸入石炭は石油石炭税が免税 )



主要国におけるガソリンに係る個別間接税の税率及び使途の推移 (未定稿)
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(注)1.税率は各年末値 (ただし、フランスについては各年1月 の値。2∞9年は、アメリカ、ドイツ、フランスについては7月 時点、イギリスについては税制改正を
反映した9月 時点の税率 )。 換算レートは、1ドル=95円 、1ポンド=139円、
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欧州諸国におけるガソリンに係る個別間接税の税率の推移 (指数 :1980年 =100)

(指数)
ぬ
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)

(注 )コ .税率は各年末値(2∞9年は、日本、ドイツ、フランスについては7月 時点、イギリスについては税制改正を反映した9月 時点の税率)。 なお、イギリスでは、
2008年 12月 に0.02ポンド/2増税、2009年4月 に0.0184ポンド/2増税、9月 に0.02ポンⅣ2増税され、1年で0.0584ポンド/2(約 8円)増税されることになつて
い る 。

2.英では1987年以後有鉛・無鉛の税率が区分されたが、ここでは無鉛ガソリンの税率を、さらに2000年 以後硫黄分により税率が区分されたが、ここで
は低硫黄ガソリンの税率をとつている。

3.独では1986年 以後有鉛・無鉛の税率が区分されたが、ここでは無鉛ガソリンの税率を、さらに2001年以後硫黄分により税率が区分されたが、ここで
は低硫黄ガソリンの税率をとっている。
4仏ではレギュラーガソリンの税率をとつているが、2000年 に無鉛スーパーガソリンの税率に統合された。
5.換算レートは、1ポンド=139円 、1ユーロ=125円 (2009年下半期に適用される裁定外国為替相場。なお、独、仏については、2002年 1月 にユーロ通貨
に切り替わつたため、所要の換算を行つた。)
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(暫定税率の廃止 [地方税 ]



地方分の暫定税率の取扱いに係る論点

O「地域主権」の確立のためには、地方の自主財源の拡充が不可欠

0暫 定税率の廃止に伴う地方税等の減収は、国の政策変更によって生じ

るものであり、地方税源で確実に補てんされることが必要



国・地方の自動車関係諸税の内訳

(注 1)平成 21年度以降、道路特定財顧 は一般財源化 されるため、上 8Bの税及び譲与税は道路特定財漂ではない。

(注 2)地方揮発油菫与税 には、地方遺路凛与税 を含む.

(注 3)計 数は、平成 21年度予算・ 地方財政計画ベースであ り、整理の結果、異動 を生ずることがある。

０
乙

(単位 :億円 )

(暫定税率)48.6円/0
くホ則税率)24.3円/2 26,280 13,140 13,140

石油ガス税

自動車菫量税
<自菫用彙用>
(暫定税率)6,300円 /0.51年 6,460 2,849 3,611

32.871 16,119 16,751

地方揮発油譲与税 2,012 2,379

石油ガス機与税

自動車菫量饉与税
く自動車

=量
税・ 自

=用
彙用 >

(暫定税率)6,301円 /1.51年 3,300 1,455 1,845

自動車取得税
(暫定税率)自ま用は取得優饉の5%

(本周税率)取脅輌m03% 2,533 1,698

軽油引取税
(雷定税●D32.1円れ
(本則税わ 15.0円 /0 9,277 41335 4,942

18ゥ ロ55 1ロヮロ10 B.055

51.925 26,119 24,816



自動車取得税の暫定税率とエコカー減税に係る対応

O暫定税率の下で導入されたエコカー減税の取扱いをどのように考えるか。

Oエ コカー減税の導入により、暫定税率分と同等以上の減収が生じていることをど

のように考えるか。

0エ コカー減税により環境にやさしい自動車の普及に一定の効果が出ていることを

どのように評価するか。

９
０
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民主党政権政策Manifesto(抄 )

4 地域主権

29.目 的を失つた自動車関連諸税の暫定税率は廃止する

【政策目的】
○課税の根拠を失つた暫定税率を廃止 して、税制に対する国民の信頼を回復する。

02.5兆円の減税を実施し、国民生活を守る。特に、移動を車に依存することの多い地方の

国民負担を軽減する。

【具体策】
Oガソリン税、軽油引取税、自動車重量税、自動車取得税の暫定税率は廃止 して、2.5兆 円

の減税を実施する。

O将来的には、ガソリン税、軽油引取税は「地球温暖化対策税 (仮称)」 として一本化、
自動車重量税は自動車税と一本化、自動車取得税は消費税との二重課税回避の観点から

廃止する。

民主党政策集 lNDEX2009(抄 )

税制

0自 動車関連諸税の整理、道路特定財源の一般財源化、地球温暖化対策税

暫定税率は地方分を含めてすべて廃止します。国直轄事業に対する地方自治体の負担金制
度を廃止して、暫定税率廃止後においても、地方における道路整備事業は従来水準を維持でき
るようにします。

Ｅ
Ｕ



地球温暖化対策税について

平成21年 12月 4日

環   境   省



平成22年度税制改正要望 地球温暖化対策税の具体案

○その他
・軽油についての個別の課税については、税制調査会において別途ガソリンに準じて検討が必要。 1

【課税の仕組み】 ①原油、石油製品(ガソリン、軽油、重油、灯油、航空機燃料)、 ガス状炭化水素(天然ガス、LPG等 )、 石炭を対象に、
輸入者、採取者の段階で課税(石油石炭税の納税システムを活用)

②ガソリンについては、①に加えて、ガソリン製造者等の段階で課税(揮発油税の納税システムを活用)

【税率】 ① (輸入者・採取者)

。原油、石油製品 2,780円 /‖
・ガス状炭化水素 2′870円 /t

(1′064円 /二酸化炭素トン、 3′900円 /炭素トン)

(1,064円 /二酸化炭素トン、 3′900円/炭素トン)

(1′ 174円 /二酸化炭素トン、 4′303円 /炭素トン)
口石炭 2′ 740F円ノ/t

②(ガソリン製造者等)

・ガソリン 17′ 320円 /日 (7′467円 /二酸化炭素トン、27′380円/炭素トン)

【税収額】 ○総額約2.0兆円
①全化石燃料への課税1.0兆円強

(うち石炭の税率の天然ガスとの均衡化0.03兆円)

②ガソリンヘの上乗せ課税1.0兆円弱

【軽減措置】  〇以下については、免税とする。
・製品原料としての化石燃料 (ナフサ)        .
・鉄鋼製造用の石炭ロコークス
・セメントの製造に使用する石炭
・農林漁業用A重油
○その他、国際競争力強化等の観点からの特定産業分野への配慮や低所得者等への配慮については、使途となる
歳出・減税で対応

【実施時期等】 ○平成22年4月 より実施。

○次年度以降、国内排出量取引制度が導入される際には、各国の例も参考に、排出量取引の対象となる事業者の
負担の軽減措置を検討する。

【使途】     ○「チヤレンジ25」実現に向けた政策パッケージに盛り込まれる地球温暖化対策の歳出・減税に優先的に充てること
とするが、特定財源とはしない。



〔現行制度 〕

地球温暖化対策税の全体像

2.04Fヨ /L

※ 【○円/L】は、ガソリンの税率

〔導入後 〕

課税ポイント:

ガソリン:ガソリン製造業者
嗜油:Jヽ売業者)   「

~~』
司肇璽轟駆計お

~~11・
32円ハ

7円ノL

,78円 /1

石炭への課税
(約300億円)

課税ポイント:原油・石炭・天然ガスの輸入者又は採取者

石油石炭税 :約5000億 円 石油石炭税 :約5000億 円



諸外国における温暖化対策に関連する主な税制改正の経緯

1980年代からの環境問題に対する関心の高まり、気候変動枠組条約国際交渉(1990年～)など     ・

・1990年   フィンランド   いわゆる炭素税 (Additional duty)導 入

。1991年   スウェーデン  ニ酸化炭素税(C02 tax)導 入

ノルウェー   ニ酸化炭素税(C02 tax)導 入

1992年 気候変動枠組条約採択【1994年 3月発効】、6月 地球サミット(リオデジャネイロ)

・1992年   デンマーク   ニ酸化炭素税 (C02 tax)導 入

オランダ    ー般燃料税 (Generalfueltax)導入

。1993年   イギリス    炭化水素油税 (Hydrocarbon oil duty)の 段階的引上げ(～ 1999年 )

・1996年   オランダ    規制エネルギー税 (Regulatory energy tax)導 入

1997年 京都議定書採択【2005年 2月 発効】

・1999年   ドイツ     鉱油税 (Minera1 011 tax)の 段階的引上げ(～ 2003年 )、 電気税 (ElectHcny tax)導 入

イタリア    鉱油税 (Excises on mineral oils)の 改正 (～ 2005年まで段階的引上げ。石炭等を追加)

・2001年   イギリス    気候変動税 (Ciimate change levy)導 入

ドイツ     再生可能エネルギー法による固定価格買取制度 (FI丁)開始

<参考>2003年 10月 「エネルギー製品と電力に対する課税に関する枠組みEC指令」公布【2004年 1月 発効】
:各国はエネルギー製品及び電力に対して最低税率を上回る税率を設定

・2004年   オランダ    ー般燃料税を既存のエネルギー税制に統合 (石炭についてのみ燃料税として存続 (Tax On coal))。

規制エネルギー税をエネルギー税 (Energy tax)に 改組

・2005年   EU      EU域 内排出量取引制度(EU ETS)開始

・2006年   ドイツ     鉱油税をエネルギー税 (Energy tax)に 改組 (石炭を追加)

・2007年   フランス    石炭税 (Coaltax)導入

・2008年   スイス     ニ酸化炭素税 (C02 ievy)導 入

。2010年   フランス    炭素税 (Carbon tax)導入(予 定)

・ (出典)各国政府及びOECD資料



・

[亘≡2 日本とEU諸国のC02排出量 1トン当たりのエネルギー課税の税率の比較
(2009年4月 現在)
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一　

一

′
―
―
―
―
―
―
ヽ

ヽ
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ｌ
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ｌ
ｌ
フ

一
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・３０
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付

戦

一　

一

′
―

―

―

―

―

―

ヽ

2,595(円 )

電気・特定燃料税
―基本税  :
一付カロ税    12,526
-戦略備蓄料 : 68

ヽ
―
―
―
―
―
―
プ

′
―
―
―
―
―
ｌ
ｔ

1,277(円 )

電気・特定燃料税
―基本税  : 一

付カロ税    :1,221
-戦略備蓄料 : 56

ヽ
―

―

―

―

―

―

′

′
―
―
―
―
―
―
ヽ

デンマーク 33,246 (R)

〔需叛ネ
ルギ
「鷺∬4ぅ

22,096 (円 )

〔鵬わレギ
Tl,ず32〕

15,103 (R)

〔侵湯嘉ネ
ルギー税

il屋』
13,219(円 )

〔

“

辮:lち:2 〕
20,868

〔謝珊
:

ヽ
―
―
プ

９４

９

０

１

Ｄ
・９，・，８

EU最低税率 21,625(円 ) 16,124 (円 ) 697(円 ) (円 )
●
‘

う
０

●
ι 412(円 )

(注 1)使途は基本的に一般財源 (但し、ドイツのエネルギー税についてはその一部を道路関連の支出に充てることが法令上定められている、等の例外がある。)。

(注 2)ガソリン及び軽油については無鉛・交通用、重油、石炭、及び天然ガスについては事業用を前提としている。この他、各種減免措置あり。
(注3)イギリスのガソリンは無鉛の税率。また、石炭、及び天然ガスに対する気候変動税については事業用のみ課税される。

(注 4)ドイツのガソリンは無鉛 .低硫責、軽油は低硫黄、重油は事業用、及び天然ガスは事業用の税率。
(注 5)フランスのガソリンは低鉛・動力用、軽油は非事業用の税率。また、石炭税、及び天然ガス消費税は事業用のみ課税される。
(注6)オランダのガソリンは無鉛、軽油は交通用、天然ガスは事業用の税率。

(注 7)フィンランドのガソリンは改変無硫責、及び軽油は無硫黄の税率。各税の付加部分 (002課 税部分)は C02排出量 1ト ン当たり約2,854円 に設定されており(ただし、天然ガスは半額 )、 表中で網掛けしている。
(注8)デンマークのガソリンは無鉛、軽油は動力用、及び天然ガスは非動力用の税率。なお、デンマークのC02税 はC02排 出量 1トン当たり約 1.689円 に設定されており、表中で網掛けしている。
(注9)EU最低税率はEC指令で定められており、ガソリンは無鉛・動力用、軽油は動力用、重油は加熱・事業用、石炭は加熱・事業用、及び天然ガスは加熱・事業用の税率。また、2010年に税率の引上げが行われる。
(備考1)各国政府資料、及びEUホームページ「Taxes h EurOpe Database」 の税率を基に、重油・天然ガスについては比重09(kg/2)・ 065(kg/m3)、 及び環境省・経済産業省「特定排出者の事業活動に伴う温室

効果ガスの排出量の算定に関する省令」により、ガソリンは「ガソリン」、重油は「A重油」、石炭は「一般炭」、天然ガスは日本については「液化天然ガス」、その他の国については「天然ガス」の係数を用いて

換算している。
(備考2)為替レート:1ポンド=約 16572円 、1ユーロ=約 13985円 、1デンマーク・クローネ=約 1877円 (2008年 4月 から2009年 10月 までの為替レートの平均値、Bにomberg)                4



日本とEU諸国のエネルギー課税の税率の比較

ガソリン 軽油 重 油 石炭 天然ガス 電気

日本 55.84(円κ)

〔層盾磐翼税
::5〕

i::〕

34.14(円ん)

〔鶴7肌 :ilf〕

2.04(円κ)

〔 石油イf炭税:204 〕
0.70 (R/kg)

〔イf油石炭税:070〕

1.08 (円 rkg)

〔石油石炭税:108〕

0.375(円/kWh)

〔電源開発促進税:0375〕

イギリス 89.80(円ん)

広化水素油税 :898q
89.80(円た)

「炭イヒ水素油税 :89801

16.57(円ん)

は化水素油税:165η

2.12(Fヨ /kg)

気候変動税 :2121
4.61(「〕ノkg)

f気候変動税 :4611
0.779(円/kWh)

〔気候変動税:0779〕

ドイツ 91.53(円ん)

トネルギー税:9153〕

65。 78(円κ)

Fネルギー税 :6578〕

3.43(円ん)

(エ ネルギー税 :343
1.23(円 /kg)

「エネルギー税 :1231

5.38(円 rkg)

「エネルギー税:5381

1.720(円■Wh)
電気税 :1720

フランス 84.87(円ん)

F油産品内国消費税 :8487

59.91(円ん)

「

i出 産品内国消費税 :氏Юl〕

2.33(円 ん)

〔
石油産占高内回ヤ肖費税 :2田

〕

1.23(円 /kg)

〔 石炭税:123 〕

2.91(円 7kg)

卜然ガス消費税:29]
〔
地方電気税 :従価税

・
〕

オランダ 97.99(円ん)

〔 鉱油税:9799 〕

59.25(円ん)

〔 鉱油税:5925 )
59.25(円ん)

( 鉱油税:5925 〕

1.34(円 /kg)

〔 イギ炭税:184 〕
".99～

lr2(胸

〔 
エネルギー税 〕

1517)ЧXンom
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4.10 (円 /kg)
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０・３２歌
懸
枷
鵜

一ト

ァンマーク 77.19(円ん)

〔誹
ネ吟`咄

:確跳〕
57.87(円ん)

艦れ嗜・・ :電‰〕
40.92(円κ)

「乱階
″嗜゙咄

:理濫
]

31.85(円 7kg)

「磁滑:T∬
1

66.92 (円 /kg)

「醐
ス税:w]

12.667(円/km)

「硼 :Wl
EU最低税率 50.20(円κ) 42.23(円κ) 1.89(円κ) 0.56 (円 /kg) 1.32 (円 /kg) 0.070 (円/kWh)

1)使 途 | 一般財源 (但し、ドイツのエネルギー税についてはその の支出に発てるこ 令上定められてい

(注 2)ガソリン及び軽油については無鉛・交通用、重油、石炭、天然ガス、及び電気については事実用を前提としている。この他、各種減免措置あり。
(注3)イ ギリスのガソリンは無鉛の税率。また、石炭、天然ガス、電気に対する気候変動税については事業用のみ課税される。
(注4)ドイツのガソリンは無鉛・低硫責、軽油は低硫責、重油は事業用、天然ガスは事業用、及び電気は事業用の税率。
(注 5)フランスのガソリンは低鉛・動力用、軽油は非事業用の税率。また、石炭税、及び天然ガス消費税は事業用のみ課税される。電気に対しては地方電気税があり、課税標準は契約電力によって異なる(税抜電気料金の

0～ 80%)。 税率は市で最大8%、 県で最大4%である。
(注 6)オランダのガソリンは無鉛、軽油は交通用、天然ガス・電気は事業用の税率。
(注 7)フィンランドのガソリンは改変無硫貢、軽油は無硫責、電気は鉱業・工業・温室用の税率。各税の付加部分 (C02課税部分)はC02排 出量 1トン当たり約2,854円 に設定されており(ただし、天然ガスは半額)、

表中で網掛けをしている。
(注 8)デンマークのガソリンは無鉛、軽油は動力用、天然ガスは非動力用、電気は非居住用電力の税率。なお、デンマークのC02税 はC02排 出量 1トン当たり約1.689円 に設定されており、表中では網掛けをしている。

(注 9)EU最低税率はEC指令で定められており、ガソリンは無鉛・動力用、軽油は動力用、重油は加熱・事業用、石炭は加熱・事業用、天然ガスは加熱・事業用、電気は事業用の税率。また、2010年に税率の引上げが行われる。

(備考1)各 国政府資料、及びEUホームページ「Taxes h Europe Database」 の税率を基に、重油・天然ガスについては比重09(kg/〔 )・ 065(kヴ m3)、 及び石炭・天然ガスについては環境省・経済産業省『特定排出者の

事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」による係数266(GJ/トン).409(MJ/m3)を 用いて単位を揃えている。                                      5
(備考2)為替レート 1ポンド=約 16572円 、1ユーロ=約 13985円 、1デンマーク・クローネ=約 1877円 (2008年 4月 から2009年 10月 までの為替レートの平均値、Bloomberg)



世帯当たり直接の税負担額の変化

世帯当たり年間1.127円 の負担増

地球温暖化対策税創設

年間世帯当たり直接の税負担額

灯油 997

LPG 1′89フ

都市ガス 706

電力 5,719

ガソリン 31′588

軽油 1064

合計 41,971

(月 :3,498)

f織苫7円

41,971円

(月 額3,498円 )

軽油に、暫定税率と同程度の追加的

な課税がなされたと仮定した場合
直接の税負担額493円 (月 額41円 )

40,844円

(月 毎i3,404円 )

軽油引取

(本則分 )

432円

(月 額36円 )

年間世帯当たり直接の税負担額

灯油 422

LPG 1,643

都市ガス 255

電 力 2′839

ガソリン 34,701

軽油 984

合計 40,844

(月 :3,4041

・暫定税率廃上に

よる負担減
・地球温暖化対策税

創設による負担増
・軽油への追加的な課税

+ 1,127円

(月 額94円 ) ※軽油に、暫定税率と同程度の追加的な課税が
先

されたと仮定して試算



課税による世帯当たり年間支出額の変化のイメージ

《想定する世帯A》 二人以上の世帯で、関東地区に在住。ガソリン車を保有。

電気 (kwh)

都市ガス(m3)

灯油 (L)

ガソリン(L)

合計

《想定する世帯B》 二人以上の世帯で、関東地区に在住。車を保有していない。

電気(kwh)

都市ガス(m3)

灯油  (L)

合計

14′759R

188′ 258Fヨ

0.52円 /kwh X 5′028kwh 2′615F]

1′008円

446円

4′069円

ロ

"

116′888円

56′611円

::|::::]+

256′ 357円

0.52円/kwh X5′ 028kwh

2.36円 /m3X427m3

2.78円/L X 161L

-5.00円 /L X 465L

2′615R

l′008円

446円

―-2′ 324FЧ

l′745円

―

―

119′503R

57′619R

15′205R

65′775円

258′ 102円

119′503R

57′619Fl

15′205R

192′327円

7

116′888R

56′611円 |■

l■
2.36円 /m3X427m3

2.78円/L X 161L

※1:地球温暖化対策税の税率は、環境省提案の「地球温暖化対策税の具体案」による。

※2:電気、灯油、ガソリンの支出額及び使用量については、平成20年家計調査年報 (二人以上の世帯、関東地区)による。
※3:都市ガスの支出額及び使用量については、平成19年度ガス事業年報を基に推計。

※4:表示桁数の影響により、税率 X使用量の結果等が負担額と一致しない場合がある。



地球温暖化対策税の家庭への効果

無駄のない行動を促し、家庭のライフスタイルを変化させる。

つ
　
、

′

冷房の温度を1℃高く、
暖房の温度を1℃低く
設定する
年間約33kgの C02の削減
年間で約1,800円 の節約

週2日往復8kmの車の

運転をやめる

年間約184kgの C02の削減
年間で約9,200円 の節約

1日 5分のアイドリング
ストップを行なう

年間約39kgの C02の削減
年間で約1,900円の節約

待機電力を50%削減する

年間約60kgの C02の削減

年間で約3,400円 の節約

シャワーを1日 1分家族
全員が減らす

年間約69kgのC02の削減
年間で約7,100円 の節約

曖

風呂の残り湯を洗濯に
使いまわす

年間約7kgのC02の削減
年間で約4,200円 の節約

ジャーの保温を止める

年間約34kgの C02の削減
年間で約1,900円の節約

家族が同じ部屋で団らんし、 テレビ番組を選び、    買い物袋を持ち歩き、
暖房と照明の利用を2割   1日 1時間テレビ     省包装の野菜を選ぶ
減らす          利用を減らす
年間約238kgのC02の削減 年間約14kgのC02の削減 年間約58kgの C02の削減
年間で約10,400円 の節約  年間で約800円 の節約  資源節約

出典 :環境省/身近な地球温暖化対策一家庭でできる10の取り組み<2007.4改 訂版>
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省エネ機器導入に伴う光熱費の低減

ハイプリッド自動車

を購入した場合

(新車の場合)

本体価格 205万円/台

価格差 18万 円/台

ロエコカー減税

・ガソリン代節約
2,259円 /月

※1:平成20年家計調査年報 (二人以上の世帯、関東地区)のガソリン支出額、『中期目標検討委員会』および『地球温暖化問題に関する閣僚委員会
タスクフォース会合』における国立環境研究所の試算を基に推計

※2:省エネ家電については、省エネ性能カタログ2009年 夏版による。

家庭の負担軽減方策の例

省エネ家電

を購入した場合

(冷蔵 庫 の 場 合 )

同じタイプで、省エネ性能を
☆3つから☆5つのものに

した場合

・エコポイント

・電気代節約
330円 /月

高断熱住宅

を購入した場合

(新築の場合 )

本体価格 1000万 円以上
価格差 100万 円/戸

・減税 な ど

・光熱費節約
810円 /月

高効率給湯器

を購入した場合

(潜熱 回収型の場合 )

本体価格 32万円
価格差 5万 円

。補 助金

・ガス代節約
740円 /月

9



平成 21年 12月 4日

(地方環境税 )



地方環境税の検討に向けた基本的考え方

「地方環境税の論点」ヘ

喫緊の課題で
―
ある地球1温‐暖化対策を進めるた|め|に 11‐1地域におい.て 主体1的|な■|暖 4リモョヽVノ 椰本正凰 ゞ ●rpり

「
じ尋 14■|り医 IIレ ú´R tr測臓びノリ ′

=1警
′11■ |ヽ■4場:攣11‐ ‐■・lp■・ ヽ 工 10口 I′|力|■■

取組を進め地球‐環‐境111薫献することがを琴|・|||||||||‐■■■ |||||
||‐

‐
||‐ |‐ ||‐ ||||||‐ ||‐

‐
|||||||‐

|‐ ||||‐

|||‐

|||‐
      ‐       ‐    

‐
 ||||‐ ||     ||‐

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||‐ ||‐

 

‐
 |||| ‐  |      

‐‐|||‐    |||

・ 地方税において■|1自 動車や燃料に対して1環1境|^|の負荷に応じた課税|を |
行い、C02の排出の抑制に寄与。    ・■ |‐      | ■■|

税収を活用して京都議定書目標達成計画に定められた地方公共団体の具 ‐

体的取組を一層充実。



地方環境税の論点

燃料課税

【地球温暖化対策税と地方の関わり】

0地 球温暖化対策の観点から、仮に主として運輸部門で使用されるガソリンに国税として課税す

るのであれば、同様に軽油に対しても、地方税として課税するべきではないか。

Oそ の場合、ガソリンと軽油に係る税率をどのように設定するか。

(現行の税負担 ガソリン55.84円ノlκ :軽油 34.14円 /Yκ )

0地 球温暖化対策税 (国税)のうち、石油石炭税と併せて徴収される部分については、地方が地

球温暖化対策に主要な役割を担つていることを踏まえ、その税収を譲与税などにより地方に配

分する仕組みが必要ではないか。

(地方公共団体の地球温暖化対策に係る平成20年度予算額は、都道府県口市町村合計で約1.5兆円)

○ 地球温暖化対策税 (国税)の創設に伴い失われる地方揮発油譲与税の暫定税率分などの

地方税源については、国の責任において確実に補てんすることが必要。

車体課税

【環境 自動車税の創設】

○ 平成23年度からの導入を目途に、自動車税と自動車重量税を基礎としてC02排出削減      |
に資する環境自動車税 (地方税)を創設してはどうか。                    |
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環境自動車税 (地方税)の創設

検討の方向性

民主党Manifesto

○ 「将来的には、(略)自動車重量税は

自動車税と―本化」

○ 「C02等排出量について、2020年
までに25%減 (1990年比)」

欧州の動向

○ 既に17カ国において、自動車税又は自

動車登録税の課税標準等にC02を導入

≪代表的な導入国≫

イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデン、デンマーク 等

※ヨーロッパ自動車工業会資料による

自動車の保有課税を抜本的に改組し、平成23年度を目途にC02排出量と税額が連動する仕組みを導入

現 在 環境自動車税 (地方税)のイメージ

財産税的性格
(財産的価値を勘案した税率)

自動車税 (地方税 ) 排気量 (cc)に応じた課税

(16兆円 (21年度地財ベース))

自動車重量税 (国税 ) 車両重量に応じた課税

(本則分0.4兆円、暫定上乗せ分0.5兆円(21年度予算ベース))

注)課 税標準、税率、徴収方法など制度の詳細は今後有識者を交え検討。

4
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地方公共団体の地球温暖化対策について(未定稿)

O京 都議定書目標達成計画 (平成20年 3月 28日全部改定・閣議決定)においては、地方公共団体は、地域の自然
的社会的条件に応じた先駆的で創意工夫を凝らした対策へ取り組むことが求められている。

O地 方公共団体合計で1兆5,058億 円(都道府県:7,852億円、市町村 :7,207億円)。         (億 円)

エネルギー起源の002
に関する対策・施策

市 バス等 のサ ービス・利便 性 向上を通 じた公 共 交通機 関の

利用 促進

都 市 公 園 、街 路 等 の緑 化 や官 公庁 の屋 上 等 の緑 化

地 中熱 を利 用 した融 雪施 設 の設置

共 同溝 の整備

3,645 4,722

非エネルギー起源のC02
に関する対策・施策

・生ごみ処理機購入費用の助成
・家庭用廃食油の資源化の促進 18 796

メタン、一酸化二窒素
に関する対策・施策

・焼 却 灰 処理「エコセメント」化 の推進 (焼却 灰 の 有効 利 用 )

・環 境 にやさしい農 業者 (エコファーマー )の認 定
276 335

代替フロン等
に関する対策・施策

・代 替 製 品の調 達 1 8

温室効果ガス吸収源
対策・施策

・都市林 の保全や都市公園施設の整備
・森林病害虫 (松くい虫 )の 防除

3,409 1,121

横 断 的施 策 ・温 暖 化 対 策地域 推進計 画 の 策定 1
■

１

その他 の温 暖 化 対 策
・地球温暖化対策アドバイザーの派遣
・エコサインガイドラインの策定

502 224

ロ̂ 計 7,852 7,207

※ 都道府県及び市町村の「地球温暖化対策」に係る平成20年度予算額を調査。
・"調査に当たつては、京都議定書目標達成計画 (平成20年3月 28日 全部改定・閣議決定)別表に記載された「地方公共団体が実施することが期

待される施策例」等を示した上で実施。

5    ‐
|



民主党政権政策Manifesto(抄 )

4 地域主権
29.目 的を失つた自動車関連諸税の暫定税率は廃止する

【具体策】
〇将来的には、ガソリン税、軽油引取税は「地球温暖化対策税 (仮称)」 として一本化、自動車重量税
は自動車税と一本化、自動車取得税は消費税との二重課税回避の観点から廃止する。

5 雇用 日経済
42.地球温暖化対策を強力に推進する

【具体策】
0地球温暖化対策税の導入を検討する。その際、地方財政に配慮しつつ、特定の産業に過度の負担とな

らないように留意した制度設計を行う。

民主党政策集 INDEX2009(抄 )

税制

O自 動車関連諸税の整理、道路特定財源の一般財源化、地球温暖化対策税

自動車取得税は消費税との二重課税回避の観点から廃止します。自動車重量税および自動車税は、保有

税 (地方税)に一本化し、その税収を自動車から生じる社会的負担に広く対応する地方の一般財源とし

ます。ガソリン等の燃料課税は、一般財源の「地球温暖化対策税 (仮称)」 として一本化します。

環境

○ 実効ある国内排出量取引市場の創設 と地球温暖化対策税の創設

キャップ&ト レー ド方式による実効ある国内排出量取引市場を創設します。

また、地球温暖化対策税の導入を検討します。その際、地方財政に配慮しつつ、特定の産業に過度の負

担とならないように留意した制度設計を行います。



0勤労者世帯 (夫 :勤労者・妻 :専業主婦・扶養親族 1名 )

■現状

阿部知子議員 提出資料

(円 )

(円 )■扶養控除が廃止された場合

600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 21400,000 2,600,000

基礎控除 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 3801000 380,000 380,000 380,000

給与所得控除 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 720,000 780.000 840,000 900,000 960,000

配偶者控除 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000

扶養控除 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000

課税所得 0 0 0 0 0 0 0 80,000 220,000 360,000 500,000

所得税額 0 0 0 0 0 0 0 4,000 11,000 18=000 25,000

階層区分 A orB A or B A orB A orB A orB A or B A orB C D E E

600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000

基礎控除 380,000 380,000 380,000 3801000 380,000 380,000 38Q,000 380,000 380,000 380,000 380,000

給与所得控除 650,000 650:000 650,000 650,000 650,000 650,000 720,000 780,000 840,000 900,000 960,000

配偶者控除 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000

扶養控除

課税所得 0 0 0 0 0 1901000 320,000 460,000 600,000 740,000 880,000

所得税額 0 0 0 0 0 9,500 16,000 23,000 301000 37,000 44,000

階層区分 A orB A orB A orB A orB A orB D E E E E F

注 :社会保険料控除、医療費控除等については試算上考慮していない。

出所 :参議院厚生労働調査室作成資料



0勤労者世帯 (夫 :勤労者・妻 :専業主婦・扶養親族1名 )

■現状 (円 )

｀`
=虫註の中心者の収入

2,800,000 3,000,000 3,200,000 3,400,000
所得控除等

基礎控除 380,000 380,000 380,000 380,000

給与所得控除 1,020,000 1,080,000 1,140,000 1,200,000

配偶者控除 380,000 380,000 380,000 380,000

扶養控除 380,000 380,000 380,000 380,000

課税所得 640,000 780,000 920,000 1,060,000

所得税額 32,000 39,000 46,000 53,000

階層区分 E E F F

■扶養控除が廃止された場合 (円 )

2,800,000 3,000,000 3,200,000 3,400,000

基礎控除 380,000 380,000 380,000 380,000

給与所得控除 1,020,000 1,080,000 1,140,000 1,200,000

配偶者控除 380,000 380,000 380,000 380,000

扶養控除

課税所得 1,020,000 1,160,000 1,3001000 1,440,000

所得税額 51,000 58,000 65,000 72,000

階層区分 F F F G

注 :社会保険料控除、医療費控除等については試算上考慮していない。

出所 :参議院厚生労働調査室作成資料



特定疾患治療研究事業における自己負担基準額表

出所 :厚労省「特定疾患治療研究事業実施要領」




